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都道府県労働局における無許可専従に関する調査結果

厚生労働省大臣官房地方課

１ 調査の目的

本年５月２日付総務省通知「無許可専従に関する一斉点検について」を受け、

都道府県労働局における無許可専従（職員が国家公務員法に定められた許可を受

けることなく、職員団体の業務にもっぱら従事する行為）の有無を明らかにする

ことを目的に、以下に示すような調査を行った。

今回の調査では、総務省からの説明を踏まえ、無許可専従について 「所属長の、

許可を受けないで、連続して３０日を超える期間、勤務時間の過半を職員団体の

活動に従事した者」と定義し、これに該当するか否かを調べた。

２ 調査体制

（１）当該調査は、外部委員（弁護士及び公認会計士）３名の参画する「地方支分

部局法令遵守委員会」において、調査手法等調査全般について検討の上、実施

した。

（２）関係職員のヒアリング等調査の実施については、本省大臣官房地方課地方支

分部局法令遵守室員等が担当した。

３ 調査対象期間

平成１０年４月１日～平成２０年５月１日

４ 調査対象者

（１）管理者調査

① 平成１０年４月１日から平成１２年３月３１日（※）の間在職した

都道府県労働基準局の局長、次長（次長設置局に限る）及び庶務課長

都道府県の職業安定課長、主幹、副主幹。

（ ） 、 、② 平成１２年４月１日 ※ 以降在職した都道府県労働局の局長 総務部長

総務調整官（東京労働局 、総務課長及び人事計画官。）

※現行の都道府県労働局が設置されたのは平成１２年４月１日

（２）行為者調査
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上記（１）の管理者調査において 「無許可専従が疑われる事実」が「有」と、

された職員。

（３）第三者調査

無許可専従が疑われる職員が当時所属した部署の長、勤務時間管理員、直属

の上司、同じ部署の同僚職員等行為者の勤務状況について把握が可能であった

者

５ 調査方法

調査はまず下記（１）の管理者調査を行い、当該管理者調査で「無許可専従」

の疑いのある者に対して、下記（２）の行為者調査を行った（本年５月 。）

その結果、一部の局について 「無許可専従の疑いがある」とされた者が報告さ、

れるとともに、報告がなされた者すべてがその事実を否定したことから、より詳

細な調査を行い 事実を確定する必要から ３ 及び ４ の調査を実施した 本、 、（ ） （ ） （

年６月～８月 。）

（１）管理者調査

○ ４（１）の管理者及び管理者であった者に対し書面により、

（ ） （ ）ａ 過去 又は現在 において無許可専従をしているものが存在していた る

事実の有無

ｂ 過去、無許可専従をしていた者が存在していたと疑われる事実の有無

について調査を行った。

なお、調査対象者については、署名捺印をした上で回答票の提出を求め

た。

○ 調査対象管理者数（延べ人員） １，４０３名

回答票提出者数 （延べ人員） １，３６４名（回答率９７．２％）

○ その結果、上記ａについては全員が「無」との回答であったが、ｂについ

ては「有」との回答があった （ 有」とした者については、具体的に無許可。「

専従が疑われる職員名を調査票に記入させた ）。

（２）行為者調査

○ 上記（１）の管理者調査において 「無許可専従が疑われる事実」が「有」、

とされた職員に対して、当該事実の有無を確認した。
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○ その結果、すべての職員が無許可専従の事実を否定した。

（３）関係書類調査

「無許可専従が疑われる事実」が「有」とされた職員が当時勤務していた部

署における関係書類（※）を点検・検証した。

※ 配置図、事務分掌表、出勤簿、決裁文書等

（４）第三者等調査

「無許可専従が疑われる事実」が「有」とされた職員の当時の上司、同僚に

対して聴き取り調査を行い、当該事実の確認を行った。

また、必要に応じて、当該職員の管理者に対して聴き取り調査を行った。

６ 調査結果

上記調査の結果、以下のとおり神奈川労働局において、２名の職員につき「無

許可専従」が行われていたものと認めることが適当である。

○神奈川労働局に係る調査結果

（１）当初調査

① 管理者調査

本年５月に実施した神奈川労働局に係る管理者調査において、対象者３６

人の管理者（延べ人数）に対して調査を行ったところ、全員から回答票の提

出があった。このうち７人の管理者から、２人の職員について「無許可専従

をしていたと疑われる」との回答があった。

② 行為者調査

①の管理者調査で「無許可専従をしていたと疑われる」として報告された

２人の職員（以下「当該者Ａ 「当該者Ｂ」とする）に対して、同月、報告」、

された内容について「事実と相違ないか」と確認した結果、両名とも「無許

可専従の事実はない」と回答した。

（２）詳細調査

（１）②のとおり、当該者Ａ、Ｂ両名とも、無許可専従の事実を否定したこ

とから、以下に示すような関係書類調査、管理者及び第三者への聴き取り調査

並びに行為者への聴き取り調査を本年６月から８月にかけて集中的に行った。

また、当該調査の実施中、神奈川労働局において当該者Ａ及びＢ以外にも１

名が無許可専従に当たると本省地方課長あて投書がなされたことから、当該投
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書で新たに指摘された者（以下「当該者Ｃ」とする）についても同様の調査を

実施した。

※ 当該者Ａ・Ｂ・Ｃ３名の管理者、上司、同僚延べ５７人に対して聴き取

り調査を実施した。

① 当該者Ａについて

イ 関係書類調査

本年６月に当該者Ａに関する書類調査を行った結果、平成１５年度及び

１６年度において、当該者Ａは２年間同じ部署同じ係に勤務していた（平

成１７年４月１日に別の係に異動）が、当該年度における出張回数をみる

と、同じ係の他の職員が数回あるのに対し、当該者Ａは０回であった。ま

た、平成１５年４月１日付の所属部署の事務分掌表に当該者Ａの名前がな

かった。

さらに、当該者Ａが起案又は押印した決裁文書がなく、他に仕事の実績

を示す書類はなかった。

ロ 管理者への聴き取り調査

ａ 平成１５年度及び１６年度当時の管理者９人に対し、関係書類の提示

を行いつつ、聴き取り調査を行った。その結果、４人が「無許可専従に

該当する」又は「無許可専従の疑いがある」とし、このうち 「当該者Ａ、

が自席にいるのをほとんど見たことがない」旨の回答があった。

ｂ 「無許可専従に該当する」等とした上記４人とも共通して、当該者Ａ

は職員団体の活動を中心に行っていたとしている。

※ 当該者Ａは、当時、全労働省労働組合神奈川支部（以下「支部」

という ）の組合員であり、職員団体での役職は書記長であった。。

また、当該者Ａは、当時、神奈川労働局総務部に所属しており、

総務部が入居するビル内に職員団体の事務所があった。

なお、当時、神奈川労働局と支部との間において、定例の交渉が

年３回とそれ以外の事案ごとの交渉が月１回～３回程度行われてい

た。

ｃ 残りの者については 「該当するか分からない」との回答であったが、、

明確に「無許可専従に該当しない」と回答した者はいなかった。

ハ 第三者への聴き取り調査
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ａ 平成１５年度及び１６年度当時の当該者Ａの直属の上司、同僚計４人

、 、 。 、に対し 関係書類の提示を行いつつ 聴き取り調査を行った その結果

「 」 「 」 、２人が 無許可専従に該当する 又は 無許可専従の疑いがある とし

「当該者Ａには具体的な業務が割り振られていなかった 「組合事務所」、

にいることが多かった」旨の回答があった。

ｂ また、上記２人とも共通して、当該者Ａは職員団体の活動を中心に行

っていたとしている。

ｃ 残りの者については 「該当するか分からない」との回答であったが、、

明確に「無許可専従に該当しない」と回答した者はいなかった。

ニ 行為者への聴き取り調査

当該者Ａに対しては、平成２０年７月及び８月に複数回にわたり、関係

書類や第三者等調査の状況を本人に示しつつ、無許可専従が行われていた

のではないかと質したところ、新聞整理、文書整理、外線電話対応等の業

務を行っていたこと、交渉や予備交渉以外は勤務時間中に組合事務所に行

ったことはなく、また、当局から交渉以外で呼び出されることも多かった

こと等から、無許可専従にあたらないと重ねて否定した。

※ これについては 「係の仕事はほとんどやっていなかった」との回答、

があるとともに 「当該者Ａは組合事務室に行っている時の方が多かっ、

た」との回答が複数ある （第三者等調査 。。 ）

② 当該者Ｂについて

イ 関係書類調査

本年６月に当該者Ｂに関する書類調査を行った結果、平成１８年度当該

。 、者の所属部署において押印した決裁文書や起案文書が全くなかった また

、 、同年度における出張回数をみると 同じ係の他の職員が数回あるのに対し

当該者Ｂは０回であった。

（なお、当該者Ｂの前任が当該者Ａに当たる（平成１７年度同じ係に在

籍）が、当該者Ａが平成１７年度に押印した決裁文書は存在した ）。

ロ 管理者への聴き取り調査

ａ 平成１８年度当時の管理者５人に対し、関係書類の提示を行いつつ、

聴き取り調査を行った。その結果、３人が「無許可専従に該当する」又

は「無許可専従の疑いがある」とし、このうち 「業務をしていた実績が、
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ないことからすると無許可専従に該当する」旨の回答があった。

ｂ 「無許可専従に該当する」等とした上記３人とも共通して、当該者Ｂ

は職員団体の活動を中心に行っていたとしている。

※ 当該者Ｂは、当時、支部の組合員であり、職員団体での役職は書

記長であった。

また、当該者Ｂは、当時、神奈川労働局総務部に所属しており、

総務部が入居するビル内に職員団体の事務所があった。

なお、当時、神奈川労働局と支部との間において、定例の交渉が

年３回とそれ以外の事案ごとの交渉が月１回～３回程度行われてい

た。

ｃ 残りの者については 「該当するか分からない」との回答であったが、、

明確に「無許可専従に該当しない」と回答した者はいなかった。

ハ 第三者への聴き取り調査

ａ 平成１８年度当時の当該者Ｂの直属の上司、同僚計６人に対し、関係

書類の提示を行いつつ、聴き取り調査を行った。その結果、２人が「無

許可専従に該当する」又は「無許可専従の疑いがある」とし 「係の仕事、

は当該者Ｂを除く者で行っていた」旨の回答があった。

ｂ また、上記２人とも共通して、当該者Ｂは職員団体の活動を中心に行

っていたとしている。

ｃ 残りの者については 「該当するか分からない」との回答であったが、、

明確に「無許可専従に該当しない」と回答した者はいなかった。

ニ 行為者への聴き取り調査

当該者Ｂに対しては、平成２０年７月及び８月に複数回にわたり、関係

書類や第三者等調査の状況を本人に示しつつ、無許可専従が行われてきた

のではないかと質したところ、宿舎関係の業務等を担当するとともに、交

渉、予備交渉及び当局から呼び出されて説明を求められた回数が多数ある

ことから無許可専従にはあたらないと重ねて否定した。

※ これについては 「当該者Ｂとは別に宿舎関係を主に担当していた、

職員がいた」旨の回答があった（第三者等調査）
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（３）結論

① 当該者Ａの平成１５年度から平成１６年度の期間について、本人は無許可

専従について否定しているが、関係書類調査の内容、当該者Ａの管理者及び

上司・同僚の証言並びに本人が無許可専従にあたらないとする理由を裏付け

るものがないことから、無許可専従が行われていたものと認めることが適当

である。

② 当該者Ｂの平成１８年度の期間については、本人は無許可専従について否

定しているが、関係書類調査の内容、当該者Ｂの管理者及び上司・同僚の証

言並びに本人が無許可専従にあたらないとする理由を裏付けるものがないこ

とから、無許可専従が行われていたものと認めることが適当である。

③ 当該者Ａが支部書記長であった期間のうち平成１５年度及び平成１６年度

を除く期間、当該者Ｂが支部書記長であった期間のうち平成１８年度を除く

期間、当該者Ｃが支部書記長であった期間についても、同様に関係書類調査

及び第三者等調査を行ったが 「無許可専従」の事実は確認できなかった。、

７ 今後の対応

今回の調査で明らかになった「無許可専従」に係る行為者等については、三ヶ

月以内を目途に国家公務員法に基づく懲戒処分等を行う。併せて、会計法に基づ

き給与の返還請求を行う。


